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代表者会資料 

 

○名称及びシンボルマークの変更について 

 

 当協会は今年創立６０周年を迎えます。これを機に令和６年４月、「体育協会」から「スポーツ協会」

に名称変更することが令和５年６月の定時総会にて可決承認さています。 

 ９年前となる平成２７年、国がスポーツ庁を創設し、東京都体育協会は本年４月にスポーツ協会へ

名称変更するとしています。 

 また、多摩地域ではすでに数団体が名称変更しており、変更を予定している団体も数団体あると聞き及

んでいます。 

 当協会では名称変更に伴いシンボルマークのデザイン変更についても理事会で検討を重ねました。新た

なスタートとして一層の飛躍を図るべく変更することが承認されました。 

 新しいシンボルマークには躍動的な無限のスポーツの動きが表現され、東村山市の花である「つつじ」を取

り入れ、東村山市を象徴するエレメントであり、スポーツを通じて市民の健康と交流を深めていくというメッセ

ージが込められています。 

 変更に伴い、協会旗及び加盟団体の連盟旗を６年度に作り替えることとしています。 

 

 

 ・新しいシンボルマーク 

 

 


